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e-

Tax（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）と
は
、
自

宅
や
事
務
所
な
ど
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
て
申
告
、
届
出
等
が
で
き

る
便
利
な
シ
ス
テ
ム
で
、
本
人
の
電
子

署
名
と
電
子
証
明
書
を
付
し
て
申
告
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴

収
票
な
ど
の
添
付
書
類
の
提
出
等
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
申
告
期

限
か
ら
５
年
間
は
、
自
分
で
保
管
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。）

電
子
申
告
に
必
要
な
も
の

　

電
子
証
明
書
が
格
納
さ
れ
た
住
民
基

　

本
台
帳
カ
ー
ド
、
電
子
証
明
書
を
読

　

み
取
る
た
め
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ

　

ラ
イ
タ
が
必
要
で
す
。（
費
用
が
か

　

か
り
ま
す
。）

e-
Tax
で
申
告

し
て
み
ま
し
ょ
う

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の

申
告
説
明
会

申
告
相
談
の
日
程

年
金
所
得
者
の
申
告
相
談
会

●
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

と
　
き

　

２
月
12
日（
水
）〜
３
月
17
日（
月
）

　

午
前
９
時
15
分
〜
午
後
５
時

※
土
曜
・
日
曜
日
は
除
き
ま
す
。た
だ
し
、

　

２
月
23
日（
日
）・
３
月
２
日（
日
）は

　

開
設
し
ま
す
。

と
こ
ろ　

愛
知
県
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー 

　
　
　
　
（
ウ
イ
ン
ク
あ
い
ち
）

問
合
せ　

名
古
屋
西
税
務
署

　

☎
０
５
２
‐
５
２
１
‐
８
２
５
１

●
市
県
民
税
・
所
得
税
及
び
復
興
特
別

　
所
得
税（
分
離
所
得
を
除
く
。）

と
　
き

　
（
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

　
【
税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
】）

　

２
月
17
日（
月
）〜
28
日（
金
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午
・
午
後
１
時

　

〜
４
時

　
（
市
県
民
税
申
告
、
確
定
申
告
書
Ａ

　
【
給
与
所
得
又
は
年
金
所
得
の
み
の
方
】）

　

２
月
17
日（
月
）〜
３
月
17
日（
月
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午
・
午
後
１
時

　

〜
４
時

※
土
曜
・
日
曜
日
は
除
き
ま
す
。

と
こ
ろ　

清
須
市
役
所
本
庁
舎

　
　
　
　

３
階
大
会
議
室

〝
該
当
す
る
方
は
ご
注
意
を
！
〞

　

次
の
方
は
、
市
役
所
申
告
会
場
で
は

申
告
相
談
で
き
ま
せ
ん
の
で
、「
ウ
イ
ン

ク
あ
い
ち
」へ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

・
事
業
所
得（
農
業
所
得
を
含
む
。）、
不

　

動
産
所
得
で
青
色
申
告
決
算
書
の
方

・
収
支
内
訳
書
が
未
完
成
の
方

・
総
合
譲
渡
所
得（
長
期
・
短
期
）等
の
方

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除（
初
年
）を

　

受
け
ら
れ
る
方

・
分
離
所
得（
土
地
建
物
の
譲
渡
、
株

　

式
譲
渡
、
株
式
譲
渡
損
失
と
損
益
通

　

算
す
る
配
当
所
得
等
）の
方

・
日
本
国
外
に
居
住
し
て
い
る
方
の
扶

　

養
者

・
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
、
贈
与
税

　

の
申
告
の
方

問
合
せ　

税
務
課（
本
庁
舎
）

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
電
子
証
明
書

の
取
得

　

市
民
課（
本
庁
舎
）、
西
枇
杷
島
支
所
、

　

清
洲
支
所
又
は
春
日
支
所
で
取
得
で

　

き
ま
す
が
、
作
成
に
は
30
分
程
度
か

　

か
り
ま
す
。
確
定
申
告
の
期
間
中
は

　

大
変
込
み
合
い
ま
す
の
で
、
早
め
に

　

取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

　

運
転
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真
が
付
い

　

た
公
的
身
分
証
明
書（
写
真
入
り
の

　

カ
ー
ド
を
ご
希
望
の
場
合
、
証
明
用

　

写
真
１
枚
が
必
要
）

発
行
手
数
料

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド　

５
０
０
円

　

電
子
証
明
書　
　
　
　
　

５
０
０
円

問
合
せ

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
電
子
証
明

　
書
の
取
得
に
つ
い
て

　

市
民
課（
本
庁
舎
）

　

確
定
申
告
に
つ
い
て

　

名
古
屋
西
税
務
署

　

☎
０
５
２
‐
５
２
１
‐
８
２
５
１

　

e-

Tax
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp/

は
贈
与
及
び
そ
の
両
方
に
該
当
し
な
い

方
の
み
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。）を
対

象
に
、
税
理
士
に
よ
る
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

と
　
き　

西
枇
杷
島
地
区
･
新
川
地
区

　
　
　
　

２
月
５
日（
水
）

　
　
　
　

清
洲
地
区
･
春
日
地
区

　
　
　
　

２
月
６
日（
木
）

　

開
始
時
間
は
と
も
に
午
前
９
時
30
分

　

か
ら
と
午
後
１
時
30
分
か
ら

と
こ
ろ　

清
須
市
役
所
本
庁
舎

　
　
　
　

３
階
大
会
議
室

※
対
象
と
な
り
そ
う
な
方
に
は
、
市
役

　

所
か
ら
詳
細
を
記
載
し
た
ご
案
内
を

　

１
月
中
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
ま

　

た
、
ご
案
内
が
届
か
な
い
方
で
参
加

　

を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
お
問
合
せ
く

　

だ
さ
い
。

※
申
告
説
明
会
で
は
、
途
中
入
場
は
お

　

断
り
し
ま
す
の
で
開
始
時
間
ま
で
に

　

お
越
し
く
だ
さ
い
。
説
明
会
は
２
時

　

間
30
分
ほ
ど
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申

　
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
も
作
成

　

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
申

　

告
期
間
中
に
必
要
書
類
一
式
を
持
参

　

し
、
ウ
イ
ン
ク
あ
い
ち
で
申
告
す
る

　

こ
と
も
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課（
本
庁
舎
）

　

住
宅
ロ
ー
ン
等
を
利
用
し
て
平
成
25

年
中
に
住
宅
を
新
築
も
し
く
は
購
入
又

は
増
改
築
し
た
方
で
、
一
定
の
要
件
に

当
て
は
ま
れ
ば
、
所
得
税
の
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
方（
説
明
会
で
は
譲
渡
又

　

年
金
所
得
の
み
又
は
年
金
及
び
給
与

所
得
の
み
の
方
で
、
配
偶
者
控
除
、
扶

養
控
除
、
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保

　

税

だ

よ

り

税 だ よ り税 だ よ り
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北
部
県
税
事
務
所
よ
り
お
知
ら
せ

自
動
車
税
の
賦
課
期
日
に
つ
い
て

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
す
ぐ
届
出
を

険
料
控
除
、
地
震
保
険
料
控
除
、
医
療

費
控
除
等
が
あ
り
、
申
告
が
必
要
な
方

を
対
象
に
、
税
理
士
に
よ
る
申
告
書
の

作
成
指
導
等
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
相
談
会
で
作
成
し
た
申
告
書
は
、
そ

の
ま
ま
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
　
き
　
西
枇
杷
島
地
区
・
新
川
地
区

　
　
　
　

２
月
13
日（
木
）

　
　
　
　

清
洲
地
区
・
春
日
地
区

　
　
　
　

２
月
14
日（
金
）

　

受
付
時
間
は
と
も
に
午
前
９
時
30
分

　

〜
11
時
と
午
後
１
時
〜
４
時

と
こ
ろ　

清
須
市
役
所
本
庁
舎

　
　
　
　

３
階
大
会
議
室

※
当
日
は
、
年
金
の
源
泉
徴
収
票
、
給

　

与
の
源
泉
徴
収
票
、
社
会
保
険
料
控

　

除
証
明
書
や
支
払
額
な
ど
の
領
収
書
、

　

生
命
保
険
料
等
の
支
払
額
な
ど
の
証

　

明
書
な
ど
申
告
に
必
要
な
書
類
と
印

　

鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
医

　

療
費
控
除
が
あ
る
方
は
、
領
収
書
が

　

必
要
で
す
。
な
お
、
支
払
額
の
合
計

　

を
計
算
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課（
本
庁
舎
）

提
出
す
る
書
類

①
給
与
支
払
報
告
書
の
総
括
表

　
（
会
社
名
や
報
告
人
数
を
記
載
す
る

　

 

も
の
）

②
給
与
支
払
報
告
書（
市
町
村
提
出
用
）

　

２
枚

　

給
与
支
払
報
告
書
は
、
市
民
税
・
県

　

民
税
の
課
税
を
行
う
た
め
の
重
要
な

　

書
類
で
す
。正
し
く
記
入
し
、提
出
漏

　

れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課（
本
庁
舎
）

　

自
動
車（
軽
自
動
車
、
自
動
二
輪
等

を
除
く
。）を
所
有
し
て
い
る
市
民
の
方

で
、
車
検
有
効
期
間
が
終
了
し
、
今
後

そ
の
車
を
利
用
す
る
予
定
が
な
い
の
に

抹
消
登
録
を
し
て
い
な
い
方
、
あ
る
い

は
他
の
方
に
車
を
譲
渡
し
た
の
に
、
移

転
登
録
を
済
ま
せ
て
い
な
い
方
は
い
ま

せ
ん
か
。

　

こ
の
よ
う
な
車
に
つ
き
ま
し
て
も
、

自
動
車
税
は
地
方
税
法
及
び
県
税
条
例

に
基
づ
き
、「
賦
課
期
日
」と
言
わ
れ
る

４
月
１
日（
午
前
０
時
）現
在
に
お
い
て
、

車
検
証
に
記
載
の
所
有
者（
割
賦
販
売

に
よ
り
自
動
車
を
購
入
さ
れ
た
場
合
は

買
主
）の
方
に
、
毎
年
４
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
の
１
年
分
の
税
金
が
原
則
と

し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

従
っ
て
、
車
検
の
有
効
期
間
が
終
了

し
廃
車
を
さ
れ
る
場
合
は
抹
消
登
録
を

速
や
か
に
、
名
義
変
更
を
さ
れ
る
場
合

は
移
転
登
録
を
遅
く
と
も
３
月
末
ま
で

に
完
了
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
ら
の
登
録
の
申
請
手
続
き
を
自

動
車
販
売
業
者
な
ど
に
依
頼
さ
れ
る
方

は
、
登
録
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
か

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご
自
身

で
手
続
き
を
さ
れ
る
方
は
、
管
轄
の
運

輸
支
局
・
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
案
内（
尾
張
小

牧
ナ
ン
バ
ー
は
、
小
牧
自
動
車
検
査
登

録
事
務
所　

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐

２
０
４
８
、
名
古
屋
ナ
ン
バ
ー
は
愛
知

運
輸
支
局　

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐

２
０
４
６
）が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要

に
応
じ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　

愛
知
県
名
古
屋
北
部
県
税
事
務
所

　

自
動
車
税
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
５
２
‐
５
３
１
‐
６
３
０
５

　
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給
調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高、口座情報など
について聞き出そうとする事例が発生しています。
　不審な電話があった場合には即答を避け、①相手の所属
部署②氏名③電話番号を確認したうえでいったん電話を切
り、最寄りの税務署へお問合せください。
問合せ　名古屋西税務署
　　　　電話 052－521－8251
　　　※音声案内に従い、「2」を選択してください。

税務署職員を装った者からの不審な電話にご注意ください！税務署職員を装った者からの不審な電話にご注意ください！
税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ

　

会
社
や
事
業
所
等
を
経
営
さ
れ
、
従

業
員
の
方
へ
給
与
を
支
払
っ
て
い
る
方

は
、
平
成
26
年
１
月
31
日
ま
で
に
、
受

給
者
の
平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
の
住

所
地
の
市
町
村
へ
給
与
支
払
報
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
そ
の
年
の
１

月
１
日
現
在
を
基
準
と
し
て
、
家
屋
の

所
在
す
る
市
町
村
に
お
い
て
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

新
築
又
は
増
改
築
な
ど
に
よ
り
、
家

屋
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
壊
し
た
場

合
は
、
速
や
か
に
税
務
課（
本
庁
舎
）に

家
屋
滅
失
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
事
務
所
・
店
舗
を
住
宅
に
改

装
し
た
り
、
住
宅
を
住
宅
以
外
に
改
造

さ
れ
た
り
す
る
場
合
も
税
務
課
へ
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、住
宅
用
の
土
地
に
つ
い
て
は
、

そ
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
特
例
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
住
宅
を
取
り
壊
し
た

り
住
宅
以
外
に
改
造
さ
れ
た
り
す
る

と
、
特
例
措
置
が
受
け
ら
れ
ず
、
税
金

が
高
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課（
本
庁
舎
）

税 だ よ り税 だ よ り
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